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 相続の限定承認の申述に必要な書類   

１  申述人（限定承認をする人）が（配偶者と）第一順位相続人（子及びその代襲者）の場合  

①  被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票  

②  被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証

明書）  

③  申述人全員の戸籍謄本（全部事項証明書）（３か月以内のもの）  

④  被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している者がある場合、その子（及びその代襲者）

の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証明書）  

 

２  申述人（限定承認をする人）が（配偶者と）第二順位相続人（直系尊属＝両親（実父母・

養父母）、祖父母等）の場合  

①  被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票  

②  被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項

証明書）  

③  申述人全員の戸籍謄本（全部事項証明書）（３か月以内のもの）  

④  被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している者がある場合、その子（及びその代襲

者）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証明

書）  

⑤  死亡している直系尊属（申述人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る（例：申述人が祖

母の場合、父母と祖父））がある場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍（除籍、改

製原戸籍）謄本（全部事項証明書）  

 

３  申述人（限定承認をする人）が、配偶者のみの場合又は（配偶者と）第三順位相続人（兄弟

姉妹及びその代襲者としてのおいめい）の場合  

①  被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票  

②  被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証

明書）  

③  申述人全員の戸籍謄本（全部事項証明書）（３か月以内のもの）  

④  被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している者がある場合、その子（及びその代襲者）

の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証明書）  

⑤  被相続人の両親（実父母・養父母）の出生時から死亡時までのすべての戸籍（除籍、改製

原戸籍）謄本（全部事項証明書）  

⑥  被相続人の直系尊属（祖父母等）の死亡の記載のある戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全

部事項証明書）  

⑦  死亡している兄弟姉妹がある場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍

（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証明書）  

⑧  代襲者としてのおいめいに死亡している者がある場合、そのおいめいの死亡の記載のある

戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証明書）  

※  上記のほか、被相続人の財産目録、相続放棄している相続人がいる場合は各申述受理証明書、

相続関係図（作成可能な場合）  

 

※法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は、原則として、同一覧図に記載された方の戸籍

謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本の提出は必要ありません。ただし、裁判官の判断により、

追加書類の提出をお願いすることがあります。  

《法定相続情報証明制度については法務局ウェブサイトをご覧ください。》  
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 注 意 事 項 等   

 

１ 用語の説明、戸籍謄本等の取得（入手）方法等  

①  代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹

が既に死亡していた場合等に、その者の子などが代わって相続する制度です（民法８８

７条、８８９条）。  

②  戸籍謄本とは  

   戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。戸籍抄本とは、戸籍に記

載されている方のうち一部の方の身分事項を証明するものです。原則として戸籍謄本を

提出していただく必要があります。  

③  除籍謄本とは  

   結婚、離婚、死亡、転籍等によって、その戸籍に在籍している方が誰もいなくなった

戸籍のことです。  

④  改製原戸籍（「かいせいはらこせき」、「かいせいげんこせき」）謄本とは  

   戸籍の改製（法改正や戸籍のコンピュータ化等により戸籍の編成単位や様式が変更さ

れること）が行われた際の、改製される前の古い戸籍のことです。  

⑤  戸籍全部事項証明書とは  

   戸籍をコンピュータ化した市区町村役場が発行する証明書で、戸籍謄本と同じもので

す。  

⑥  戸籍の附票  

   戸籍に記載されている方の住民登録の異動について記載したものです。  

⑦  住民票の除票  

   死亡などにより住民登録が削除された住民票のことです。  

※  ②～⑥は本籍地の市区町村役場で、⑦は住民登録地の市区町村役場で取得（入手）し

てください。具体的な取得（入手）方法等は市区町村役場にお問い合わせください（家

庭裁判所では取得（入手）方法等に関するお問い合わせには対応できません。）。  

 

２ 提出に当たっての注意事項  

 ➀ 戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本（全部事項証明書）について、提出書類として重複する場

合は、同じものは１通していただければ結構です。 

 ➁ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。  

 

３ 申立てをする家庭裁判所（申立書の提出先の家庭裁判所）  

  被相続人の最後の住所地（住民票の住所地）の家庭裁判所  
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  （名古屋家庭裁判所管内）    

 

 

所　在　地 管　轄　区　域

本　　庁
　〒460-0001
　名古屋市中区三の丸１－７－１
　電話（０５２）２２３－２８３０

名古屋市，豊明市，日進市，清須市，北名古屋市，西春日井郡，
愛知郡，春日井市，小牧市，瀬戸市，尾張旭市，長久手市，
津島市，愛西市，弥富市，あま市，海部郡

一宮支部
　〒491-0842
　一宮市公園通４－１７
　電話（０５８６）７３－３１６２

一宮市，稲沢市，犬山市，江南市，岩倉市，丹羽郡

半田支部
　〒475-0902
　半田市宮路町２００－２
　電話（０５６９）２１－０３５４

半田市，常滑市，東海市，大府市，知多市，知多郡

岡崎支部
　〒444-8550
　岡崎市明大寺町字奈良井３
　電話（０５６４）５１－８９５０

岡崎市，額田郡，安城市，碧南市，刈谷市，西尾市，知立市，
高浜市，豊田市，みよし市

豊橋支部
　〒440-0884
　豊橋市大国町１１０
　電話（０５３２）５２－３２３７

豊橋市，豊川市，蒲郡市，田原市，新城市，北設楽郡


